
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 12回総会議事録（Ｒ２年12月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都城市農業委員会 
 



１ 日  時   令和２年１２月２５日  午前９時３０分～ 

 

２ 場  所   中央公民館大会議室 

 
３ 委  員 
出 1德益 吉明 出 2柿並 マリ子 出 3轟木 保紘（会長） 出 4有川 はつ子 

欠 5山中 美代子 出 6重冨 保 出 7長谷場 平 出 8恒吉 勇二 

欠 9坂上 和秋 出 10永田 勇作 出 11竹田 功 出 12松枝 みどり 

出 13松山 忠雄 出 14北園 紘美 出 15田中 加代子 出 16紺家 知征 

出 17宮田 信行 出 18井ノ上 洋一 出 19飯盛 由紀子 出 20田中 操 

出 21乙守 賢次 出 22藤森 和代 出 23志戸 春雄（職務代理） 欠 24小野 籍雄 

 
４ 事 務 局 
   局 長 細山田 省二          次 長 福丸 好文         

主 幹 野﨑 洋一                  主 査 中崎 聖太 
主 事 中濵 崇弘           主 査 横山 いづみ   
副主幹 横山 百合子（山之口総合支所） 主 幹 野口 浩二（高城総合支所） 

   副主幹 米満 里美（山田総合支所）   副主幹 皆吉 さち子（高崎総合支所） 
   主 事 高田 真太郎（農政課）     主 事 高橋 卓（農政課） 
 
５ 付議案件 

報告第 25 号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第100号 都城市農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定について 

議案第101号 非農地証明について 

議案第102号 農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及び 

許可決定について 

議案第103号 農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定について 

議案第104号 農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第105号 農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第106号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて 

議案第107号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて（中間管理事業） 

 



第１２回総会議事録 

 

 

議   長  ただいまより第１２回の総会を開催いたします。本日の委員の出欠状況ですが、３

名の委員から欠席の連絡が来ております。いずれもやむを得ない事情での欠席でござ

いますので、本日は２１名の出席となります。では次に議事録署名人の指名をさせて

いただきますが、本日は２１番委員と２２番委員にお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは早速、審議に入ります。本日は報告案件が１件、議案が８件あるようです

ので、どうぞよろしくお願いいたします。まず報告案件ですが、報告第２５号農地法

第１８条第６項の規定による通知について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第２５号農地法第１８条第６項の規定による通知についてですが、今月は６６

件の通知で、177,823.00㎡の内容となっています。以上です。 

議   長  ありがとうございました。ただいまの報告案件に何かご質問等はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  何も無いようですので、報告第２５号については承認するものといたします。続い

て議案の審議に入ります。まず、議案第１００号都城市農業振興地域整備計画の変更

に係る意見決定についてを議題といたします。議題に対する説明をお願いいたします。 

農 政 課  議案第１００号都城市農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定についてご説明

いたします。資料の方は、資料１と２を事前配布させていただいておりますので、ご

覧いただきたいと思います。１つ訂正箇所がございます。資料１の案件１番の担当委

員名が間違っております。正しくは「長谷部」ではなく「長谷場」でございました。

大変申し訳ございませんでした。今回の変更は全部で１６件、案件がございまして、

編入案件が２件、用途変更が６件、残り８件が除外案件となっております。これらの

変更に対しまして農業委員会の意見を求めるものでございます。ここで、ご質問等あ

ればお答えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議   長  ただいま、農政課からの説明が終わりましたので、質疑に入ります。何かご質問等

はありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので、採決に入ります。議案１００号都城市農業振興地域整備計画の

変更に係る意見決定について、ご承認いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１００号については同意するものと決定しました。続

きまして、議案第１０１号非農地証明についてを議題といたします。事務局の説明を

お願いいたします。 

 

事 務 局  議案第１０１号非農地証明についてですが、今月は３件の申請で2,744.00㎡の内容

でございます。議案書は３７ページですが、いずれも山林原野となっているようでご

ざいます。調査報告につきましては、調査報告のまとめの１ページ目に記載してあり

ますので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、何かご質問等はございま

せんか。 



全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第１０１号非農地証明について、ご同意い

ただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１０１号については非農地として承認されました。続

きまして、議案第１０２号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会

の意見決定及び許可決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１０２号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決

定及び許可決定についてですが、今月は２件の申請がございました。併せて 504.00

㎡の内容でございます。調査報告につきましては、調査報告書のまとめの２ページに

記載しております。ご審議方よろしくお願いいたします。以上です。 

議   長  説明が終わりましたが、何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第１０２号農地法第５条許可後の事業計画

変更申請による農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は

挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１０２号についてはすべて許可相当と決定しました。

次に議案第１０３号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてを

議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１０３号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてでござ

います。今月は２９件の申請、82,693.00 ㎡の内容となっています。調査報告は、調

査報告のまとめの３ページから５ページにあります。なお、２９番案件につきまして

は、空き家バンクに付随した農地の取得という別段面積に基づく稀な案件ではござい

ますが、すべて農地法第３条第２項各号に該当しないと判断されますので、ご審議方

よろしくお願いします。 

議   長  ありがとうございました。ここで質問をお受けします。何かございませんか。 

４ 番 委員  ４番委員です。２５番案件について少し教えてください。これは使用収益権となっ

ていますが、これはどういうことでしょうか。使用貸借ではないのでしょうか。 

高 崎 担当  この案件は、農業振興公社を介した農地売買制度の内、１０年割賦売買を活用した

農地にかかるものでございます。これは対象農地を割賦契約の期間、今回の場合は約

９年間ですが、その間は当該地を無償で利用して作物を作るということで、使用収益

権の設定で３条許可を取ることとなっているのでこのようになっているものでござ

います。 

議   長  よろしいですか。他に質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第１０３号農地法第３条許可申請による農

業委員会の許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１０３号につきましては、調査報告どおりすべて許可

すると決定いたしました。次に議案第１０４号農地法第４条許可申請による農業委員



会の意見決定及び許可決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局  議案第１０４号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定に

ついてでございます。今月は１１件の申請で、5,726.06㎡の内容でございます。調査

報告の方は報告のまとめの６ページから7ページに記載してあります。ご審議方よろ

しくお願いします。 

議   長  ありがとうございました。ここでご質問をお受けします。何かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第１０４号農地法第４条許可申請による農

業委員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いしま

す。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１０４号につきましてはすべて許可と決定いたしまし

た。続きまして、議案第１０５号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定

及び許可決定についてを議題とします。議案に対する事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１０５号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定に

ついてでございます。今月は４５件の申請がございまして、40,543.32 ㎡の内容とな

っております。調査報告につきましては、報告のまとめの８ページからになります。

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたが何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に移ります。議案第１０５号農地法第５条許可申請による農

業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手をお願いしま

す。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１０５号についてはすべて許可するものと決定いたし

ます。続きまして、議案第１０６号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農業委員会の決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１０６号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の

決定についてでございます。今月は所有権移転が２７件、60,414.00 ㎡の内容となっ

ています。利用権設定につきましては、６３件の 197,046.31 ㎡の内容となっていま

す。なお、公告日につきましては、本日１２月２５日を予定しております。 

議   長  ありがとうございました。ではご質問をお受けしますが何かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第１０６号農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農業委員会の決定について、同意される方は挙手をお願いしま

す。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１０６号については承認することに決定いたしました。

次に議案第１０７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員



会の決定について（中間管理事業）を議題といたします。事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局  議案第１０７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の

決定について（中間管理事業）でございます。今月は７６件の申請で、276,129.00㎡

の内容となっております。公告日につきましては、同じく本日１２月２５日を予定し

ております。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたが、何かご質問はありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に移ります。議案第１０７号農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農業委員会の決定について（中間管理事業）に、同意される方

は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１０７号については承認することに決定いたしました。

これで本日予定の議案審議がすべて終わりましたが、皆さんの方から全体を通して何

かありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので、これで本年最後ですが、第１２回総会を終了いたします。お疲

れ様でした。 

        

 

令和  年  月  日 

 

議事録署名委員 

              

 21番委員              

 

 

 22番委員              

                                   

作製者 福丸 好文 


